
5－はびきの　2015.7.1－

７月 18 日㈯  ９:30 より

　地域特産品をはじめ奈良や和歌山より新鮮野菜やくだものが大集合。
　大阪府内でダントツ１位の出荷率を誇る駒ヶ谷のぶどう園より、もぎ
たて「デラウェア」を直送 !! ほかにも羽曳野の醸造所より自慢のワイ
ンが出品されます。「つぶたん」も、藤井寺市と太子町からお友達をつ
れてみんなに会いにくるよ！
　また、夏休み恒例の「水と緑のキッズパーク」も同時 OPEN!!
　OPEN 初日はイベントも開催予定。

※ 当日は３市町（藤井寺市・太子町）交流グラウンド・ゴルフ大会も行わ　  
　 れます。大会開催中はグラウンド・ゴルフのプレーはできません。

キッズパーク軽トラ市 水と緑の

＆

・・・水と緑のキッズパーク（期間限定）・・・
［日　時］７月 18 日㈯～８月 19 日㈬　9:00 ～ 17:00
［場　所］グラウンド・ゴルフ場北コース内
［休場日］木曜日　
［費　用］無料
［対　象］小学生以下
［問合せ］グラウンド・ゴルフ場事務所　☎ 950-6611
               スポーツ振興課　☎ 958-1111　内線 4411

軽トラ市で販売中 !

OPEN!!

「自転車運転者講習制度」

【問合せ】　羽曳野警察署　☎ 952-1234　　道路公園課　☎ 947-3712（直通）

自転車運転者講習 の受講が義務づけられました!!（14 歳以上の者）

自転車運転中に 危険なルール違反 をくり返すと

平成27年 ６月１日施行

 ① 信号無視
 ② 通行禁止違反（歩行者専用道路の通行）
 ③ 歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
 ④ 通行区分違反（歩道通行や車道の右側通行など）
 ⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 ⑥ 遮断踏切への立ち入り
 ⑦ 交差点の安全進行義務違反　
 ⑧ 交差点優先車妨害（右折時の直進車や左折車への通行妨害）
 ⑨ 環状交差点の安全進行義務違反
 ⑩ 指定場所一時不停止
 ⑪ 歩道通行時の通行方法違反（歩道での歩行者妨害）
 ⑫ 制動装置（ブレーキ）不良の自転車の運転
 ⑬ 酒酔い運転
 ⑭ 安全運転義務違反

■『自転車運転者講習』受講義務の対象となる
　 『危険行為』は、次の14 項目です。
■『危険行為』には、それぞれ罰則が設けられます。

■『自転車運転者講習制度』のながれ

１ 自転車運転者が「危険行為」を繰り返す
● ３年以内に２回以上

２ 都道府県公安委員会が自転車運転者に
「自転車運転者講習」を受けるよう命令

３ 「自転車運転者講習」を受講
● 講習時間：３時間
● 講習手数料：５，７００円

！ 受講命令に従わない場合

５万円以下の罰金 !!

▼

▼

期　間　7 月 10 日㈮～ 8 月 31 日㈪まで
時　間　① 9:30 ～ 11:30　  ② 12:00 ～ 14:00
　　　　③ 14:00 ～ 16:00　④ 16:00 ～ 18:00
料　金　１回あたり、大人 200 円、中学生以下 100 円
場　所　市民体育館（西浦）の北側
　　　　盗難防止のため、コインロッカー（有料）をご利用ください。
問合せ　7 月 10 日㈮からは市民プール    ☎ 957-1119
　　　　7 月   9 日㈭まで市民体育館       ☎ 958-2340

市民プールでおもいっきりあそぼう ! !




